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令和５年１２月井手町議会（定例会）会議録（第２号）  

 

招集年月日  

     令和５年１２月１３日  

招集の場所  

     井手町役場議場  

開閉会日時及び宣告  

     開会  令和５年１２月１３日午前１０時００分  議長  奥田俊夫  

     閉会  令和５年１２月１３日午前１１時０９分  議長  奥田俊夫  

応招議員  

       １番  木村  健太       ２番  谷田  健治  

       ３番  鎌田  隆宏       ４番  小割  直彦  

       ５番  田中  保美       ６番  奥田  俊夫  

       ７番  脇本  尚憲       ８番  谷田  利一  

       ９番  岡田  久雄       10番  木村  武壽  

不応招議員  

       な   し  

出席議員  

       １番  木村  健太       ２番  谷田  健治  

       ３番  鎌田  隆宏       ４番  小割  直彦  

       ５番  田中  保美       ６番  奥田  俊夫  

       ７番  脇本  尚憲       ８番  谷田  利一  

       ９番  岡田  久雄       10番  木村  武壽  

欠席議員  

       な   し  

会議録署名議員の氏名  

       ４番  小割  直彦       ８番  谷田  利一  

本会議に職務のため出席した者の職氏名  

 議 会 事 務 局 長 森田   肇       議 会 書 記  梶田  篤志  

 議 会 書 記  林田  夕加      議 会 書 記  新田  純平  

地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名  

 町 長 西島  寛道      副 町 長  島田  智雄  
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 参 与 西垣  義郎      教 育 長 中田  邦和  

 理事兼総務課長事務取扱 脇本  和弘      理事兼地域創生推進室長事務取扱 山本  勇人  

 理事兼会計管理者事務取扱 木村  恵理      理事兼住民福祉課長事務取扱 花木  秀章  
 
                    学 校 教 育 課 長 ・   理事兼建設課長事務取扱 柳原  健二               高江  裕之  
                    自然休養村管理センター館長兼務 
 

 企 画 財 政 課 長 寺井  佳孝      税 務 課 長   乾   浩朗  

 高 齢 福 祉 課 長 坂井幸一郎      保 健 医 療 課 長 中谷   誠  
 
 保健センター所長・            畑中  博之      産 業 環 境 課 長 菱本  嘉昭  
 地域包括支援センター所長兼務 
 

 上 下 水 道 課 長 仁木   崇       建 設 課 参 事  辻󠄀井  祐介  
 
                    いづみ人権交流センター所長・  同和・人権政策課長  西島  豊広               平間  克則  
                    いづみ児童館長兼務  
 
 社 会 教 育 課 長 ・            中坊  玲子      学校給食センター所長 奥山  英高  
 山吹ふれあいセンター所長・図書館長兼務 
 

議事日程  

     別紙のとおり  

会議に付した事件  

     別紙のとおり  

会議の経過  

     別紙のとおり  
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令和５年１２月井手町議会定例会 

 

議 事 日 程〔第２号〕 

令和５年１２月１３日（水）午前１０時開議  

 

第１  会議録署名議員の指名  

第２  議案第 62号  職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件  

第３  議案第 63号  井手町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件  

第４  議案第 64号  令和５年度井手町一般会計補正予算（第７回）  

第５  議案第 65号  令和５年度井手町国民健康保険特別会計補正予算（第２回） 

第６  議案第 66号  令和５年度井手町水道事業会計補正予算（第３回）  

第７  議案第 67号  令和５年度井手町多賀地区簡易水道事業特別会計補正予算

（第３回）  

第８  議案第 68号  令和５年度井手町介護保険特別会計補正予算（第２回）  

第９  議案第 69号  令和５年度井手町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

回）  

第 10 議案第 61号  工事請負契約変更について同意を求める件  

第 11 発議第４号  イスラエルによるガザ攻撃中止と即時停戦への外交努力を

日本政府に求める意見書  

第 12 閉会中の継続調査の申出について  
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議事の経過 

 

議長（奥田俊夫）   皆さん、ご参集ご苦労さまでございます。  

 ただいまから令和５年１２月井手町議会定例会を再開し、直ちに本日の会

議を開きます。  

 町長より、議案第６２号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例制定の件から議案第６９号、令和５年度井手町公共下水道事業特別会計補

正予算（第３回）までの８件の議案が追加提案として提出されております。

また、谷田健治議員より、発議第４号、イスラエルによるガザ攻撃中止と即

時停戦への外交努力を日本政府に求める意見書が提出されておりますので、

皆様のお手元に配付いたしました。なお、日程事項として組み入れておきま

したので、よろしくご審議願います。  

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、４番、小割直彦

議員、８番、谷田利一議員を指名いたします。以上の両議員に差し支えのあ

る場合には、次の議席番号の方にお願いします。  

 次に、日程第２、議案第６２号、職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例制定の件を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   脇本総務課長。  

理事（脇本和弘）   それでは、議案第６２号、職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例制定の件についてご説明申し上げます。  

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のように定める。  

 なお、今回の改正につきましては、本年８月の人事院勧告に準拠するため、

関係条例について所要の改正をするものであります。  

 それでは、６ページの新旧対照表にてご説明申し上げます。  

 ６ページをご覧ください。職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例新旧対照表（第１条関係）でありまして、職員の給与に関する条例の一部

改正であります。  

 例規ページ数１３５８、第１７条、期末手当の規定でありまして、一般職

の職員の給与に関する法律等、以下、給与法等と申し上げます。において、
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１２月の期末手当の支給率の改正等に伴う条文の整備であります。  

 下、１３６０ページ、第１８条、勤勉手当の規定でありまして、これも同

じく給与法等において１２月の期末手当の支給率が改正されたことに伴う条

文の整備であります。  

 次ページをご覧ください。１３６１の５２ページ、別表第２、給料表であ

りまして、これも同じく給与法等の改正に伴う給料表の整備であります。  

 １３ページをご覧ください。  

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係）

でありまして、井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正

であります。  

 例規ページ数９２０、第８条、特定任期付職員に係る給与条例の適用除外

等の規定でありまして、給与法等において、１２月の期末手当の支給率の改

正及び文言の改正に伴う条文の整備であります。  

 次ページ、１４ページをご覧ください。  

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第３条関係）

でありまして、井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部改正であります。  

 例規ページ数１４５１、目次でありまして、条の繰下げに伴う条文の整備

であります。  

 その下、新規条文でございますけれども、今回、会計年度任用職員の給与

改定を常勤職員に準じて行うことに伴い、新たに第３１条を追加するもので

ございます。なお、今回の人事院勧告におきまして、非常勤職員の給与改定

の取扱いに準じて非常勤職員の給与を改定するよう努める旨、指針に示され

たことにより実施するものでございます。  

 次のページをご覧ください。  

 例規ページ数１４５７、第３１条、旧の方ですけれども、委任の規定であ

りまして、先ほどの第３１条を加えますことに伴いまして、第３２条に繰り

下げる条文の整備であります。  

 １４５７ページ、附則でありまして、先ほどと同じく会計年度任用職員の

給与改定を常勤職員に準じて行うことになりますので、その条文の整備でご

ざいます。  

 次ページをご覧ください。１６ページでございます。  
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 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第４条関係）

でありまして、井手町特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改

正であります。  

 例規ページ数１３３２、第７条、期末手当の規定でありまして、特別職の

職員の給与に関する法律等、以下、特別職給与法と申し上げます。において、

１２月の期末手当の支給率の改正に伴う条文の整備であります。  

 １８ページをご覧ください。  

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第５条関係）

でありまして、井手町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正であります。  

 例規ページ数１２８２、第５条、期末手当の規定でありまして、特別職給

与法等において１２月の期末手当の支給率の改正に伴う条文の整備でありま

す。  

 次のページをご覧ください。１９ページでございます。  

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第６条関係）

でありまして、職員の給与に関する条例の一部改正であります。なお、先ほ

ど６ページで説明いたしました第１条関係からの改正となります。  

 例規ページ数１３５８、第１７条、期末手当の規定でありまして、給与法

等において６月及び１２月の期末手当の支給率を同率とする改正等に伴う条

文の整備であります。  

 次ページをご覧ください。  

 １３６０ページ、第１８条、期末勤勉手当の規定でありまして、１９ペー

ジと同様に、６月及び１２月の勤勉手当の支給率を同率とする改正等に伴う

条文の整備であります。  

 次ページをご覧ください。２１ページでございます。  

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第７条関係）

でありまして、井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正

であります。なお、先ほど１３ページで説明いたしました第２条関係からの

改正となります。  

 例規ページ数９２０、第８条、特定任期付職員に係る給与条例の適用除外

等の規定でありまして、給与法等において６月、１２月の期末手当の支給率

を同率とする改正に伴う条文の整備であります。  
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 次ページをご覧ください。  

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第８条関係）

でありまして、井手町特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改

正であります。なお、先ほど１６ページで説明いたしました第４条関係から

の改正となります。  

 例規ページ数１３３２、第７条、期末手当の規定でありまして、特別職給

与法等において、６月、１２月の期末手当の支給率を同率とする改正等に伴

う条文の整備であります。  

 ２４ページをご覧ください。  

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第９条関係）

でありまして、井手町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正であります。なお、先ほど１８ページで説明いたしました第５条関係から

の改正となります。  

 例規ページ数１２８２、第５条、期末手当の規定でありまして、特別職給

与法において、６月１２月期の期末手当の支給率を同率とする改正に伴う条

文の整備であります。  

 それでは、５ページをご覧ください。中ほどでございます。  

 附則でございます。第１条、施行期日等の規定であります。  

 第１項でございます。この条例は、公布の日から施行する。ただし、第６

条から第９条までの規定は令和６年４月１日から施行する。  

 第２項につきましては、第１条関係から第５条関係までの条例の一部改正

については令和５年４月１日から適用する規定でございます。  

 第３項につきましては、今まで払っていた給与の内払いであるという規定

でございます。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   幾つか質問があるんですが、まず２点、人事院勧告に関

わる中身で質問させていただきたいと思います。  
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 ８月７日の人事院勧告、そして京都府の人事委員会の勧告もその後行われ

ており、それを受けての改正だと理解しておりますが、今年の人事院勧告の

特徴的な内容についてお答えください。  

 それと、会計年度任用職員の方の内容がかなり変わっていると思うんです

が、今度の人事院勧告ではどのように変えられたのか。そして井手町では、

人事院勧告に基づいて改定したと先ほどの話の中で理解しているのですが、

どのように改善されるのかということ。まずその２点お伺いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   脇本総務課長。  

理事（脇本和弘）   まず、本町はこれまでから国の人事院勧告に準拠する形

で職員の給与等も適用いたしております。今回の人事院勧告につきましては、

全職員、給料表適用者につきましては、月例給平均で０．９６％が引き上げ

られたということでございます。給料表が全部引き上がっています。あと一

時金、期末手当、勤勉手当を合算しまして０．１か月の増額が勧告されてい

るというところでございます。また、在宅勤務手当等の創設もございますけ

れども、本町では近隣の状況も伺いながら、今検討しておりますので、今回

の条例改正にはまだ反映しておりませんが、勧告としてはそのようなことが

うたわれております。大きくは人事院勧告での中身はそういう形で適用させ

ていただいております。  

 あと、人事院勧告で会計年度任用職員の関係でございますけれども、今回、

非常勤職員の給与として、本年４月から常勤職員の給与改定に係る取扱いに

準じて非常勤職員、私どもで言う会計年度任用職員も、同じように改定する

ように努力する旨を指針に追加されたということがございます。本来、この

ように改定があれば、来年４月から給料表を適用するということで今までや

っておりました。実際、制度設計のときには、そのような例、準則的なもの

も来て、近隣でもそのような対応はしていたのですが、今回このような指針

が出たことにより変わるところは、今申し上げましたように、正規職員につ

いては来年４月からこの適用を変えたときに遡及して給料表が上がるわけで

すけれども、会計年度任用職員についても同じように４月から適用するとい

うところが一番大きなところでございます。ボーナスは今までから正規職員

と同じように期末手当の率で払っておりますので、そこについては変わりま
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せんが、本給が変わるということで差額支給が発生してくるということでご

ざいます。  

 以上でございます。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑ありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   今答弁いただいたことは大体分かりました。ただ、今回

の人事院勧告では特に初任給をはじめ若年層に重点を置くというようなこと

が重視されていたと思うんですが、井手町の若年層といいますか、例えば高

校卒業の方の給与は給料表でいうと１級の５号から始まっていると思うんで

す。今年度の給料表と今回改定される給料表を見ますと１万２，０００円プ

ラスになっているんですが、そういうことも反映しているのでしょうか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   脇本総務課長。  

理事（脇本和弘）   おっしゃっていただいたとおり、高校卒業の初任給であ

れば、１５万４，６００円だったものが令和５年の４月から１６万６，６０

０円と想定するということでございます。大卒につきましても、１級の２５

号でありますので、１８万５，２００円が１９万６，２００円に変わるとい

うことでございます。  

 以上でございます。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   高校卒業の方の１級５号の初任給もそれに伴って上がる

ということです。この１６万６，６００円に上がるんですけども、京都府の

最低賃金は現在１，００８円だと思いますが、それと比べて低いと私は思う

のですが、その点はどうなっているのかというように思います。よろしくお

願いします。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   脇本総務課長。  

理事（脇本和弘）   おっしゃいますとおり、最低賃金というのは私ども守ら

ないといけませんし、１０月で改定があったら会計年度任用職員にも適用す
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る。たまたま井手町では、今該当している職員というのはおりません。確か

に国の方でも、高校卒業の給料が始まるところについては１級の５号だとい

うことで言われておりますので、実際ここに地域手当がついている団体など

であれば最低賃金をクリアする場合もあるとは聞いています。ですから、も

しそのような現象が起きれば、格付は１級の５号になりつつ、引っかからな

いような手だてを取っていくのだろうというように考えております。  

 以上でございます。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑ありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）  １６万６，６００円というのは最低賃金より下になるし、

特に井手町の場合は地域手当がありませんので、高校卒業の初任給というの

はかなり私は低いと思います。近隣で言いますと、宇治田原町は１級の９号

から始まるんです。例えば井手町に勤めたいという方、採用されたいという

方はやっぱり就職先の賃金を見られると思うんです。それでいいますと、井

手町の１級の５号から始まっている賃金はかなり低いと思いますし、初任給

だけではなくて、ラスパイレス指数を見ましても、令和４年度も京都市を除

く京都府下の自治体では一番低いです。その前も低い、最下位、９３％ぐら

いだったと思うんですが、なっているんです。ですから、今回の改定自体で

一定は上がりますけども、そういうことも含めて今後職員の皆さんの給与を

もう少し僕は上げていかなければならないと思っています。特に人材確保の

面から見てもそのことは必要だと思いますので、意見として添えます。  

 以上です。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   議案第６２号、職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例制定の件について討論いたします。  
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 提案されています給与に関する条例等の一部改正については、町職員、特

別職、議員の給与改定と、会計年度任用職員も含めて、一括してこの第６２

号議案の中に提案されております。  

 まず、町職員の給与につきましては、高校卒業の初任給が昨年度から先ほ

ど言いましたように１万２，０００円アップしています。また、期末勤勉手

当の支給月数も人事院勧告を基に０．１か月分引き上げるなど、一定、人事

院勧告で指摘された若年層に重点を置くという点では勧告に従ったものとな

っていると思います。会計年度任用職員については、給与改定が行われても、

特定の改定の実施時期が昨年度は翌年度からなっていましたが、今回の改定

では４月まで遡及することとなりました。今回の改定により、会計年度任用

職員の給与については昨年度より改善するというふうに思います。  

 一方、井手町職員の給与は、先ほど言いましたように、他の自治体職員の

給与と比較すると低い水準に客観的に見て置かれています。２０２２年４月

１日の井手町の職員のラスパイレス指数は９３．４で、前年度からは０．３

ポイント改善したんですけども、今、京都市を除く府下の市町村の中で最低

となっています。初任給が他の自治体と比較しても低くなっているなど、人

材確保の面からも今後引き上げていくべきだと考えます。  

 次に、特別職、我々議員の給与については、期末手当は支給されますが、

本来、勤勉手当の対象にはなっていません。しかし、今回も期末手当に振り

替えたりしています。そしてさらに、期末手当の算出に当たっては、毎月の

我々の給与に一定の額を加算しております。議員で言えば１５％加算してい

ると思いますし、町長、副町長、教育長についてもそうであります。本来な

ら勤勉手当はないわけですが、そういう加算をすることによって期末手当を

高くしているという実態があります。町長の場合、給与の３５％を加算して

期末手当を算出しています。西島町長は年度当初じゃなく途中で職に就かれ

ましたので、その分、全部ではありませんが、私も含めて、そういう状況の

中で算出しています。このようなやり方について、私は納得できません。  

 ただ、今回改正全てに賛成できるものではありませんが、また物価高に追

いつく給与の引上げとは当然まだまだ足りないと思いますが、昨年度に比べ

改善された面もあり、賛成といたします。  

 以上です。  

議長（奥田俊夫）   ほかに討論ありませんか。  



 

－７０－ 

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   これで討論を終わります。  

 これから、議案第６２号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例制定の件を採決します。  

 議案第６２号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手全員です。したがって、議案第６２号は原案のとお

り可決されました。  

 次に、日程第３、議案第６３号、井手町手数料徴収条例の一部を改正する

条例制定の件を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   花木住民福祉課長。  

理事（花木秀章）   それでは、議案第６３号、井手町手数料徴収条例の一部

を改正する条例制定の件につきましてご説明申し上げます。  

 井手町手数料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。  

 なお、今回の改正につきましては、令和６年３月１日から戸籍法の一部を

改正する法律が施行され、戸籍謄本等の広域交付等が開始されることから、

それに伴う所要の改正を行うものであります。  

 それでは、２ページの新旧対照表にてご説明申し上げます。井手町手数料

徴収条例の一部を改正する条例新旧対照表であります。  

 例規ページ数２１３３、第２条、種類及び金額の規定でありまして、戸籍

または除かれた戸籍の謄本等の広域交付及び戸籍除籍電子証明書提供用識別

符号の発行に係る手数料の徴収に関する条文の整備であります。  

 それでは、１ページ戻っていただきまして、附則でございます。  

 この条例は、令和６年３月１日から施行する。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  
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２番（谷田健治）   幾つか質問させていただきます。令和元年５月２４日に

戸籍法の一部が改正され、それに伴う改正だというふうにお聞きしましたが、

この法令によって、広域化というのも先ほども言いましたが、具体的にどう

いうことができる法律なのか。これに基づいて改正されるというわけですが、

その法律について、どのようなことが以前よりできるようになるのかという

ことを知りたいと思いますので、お答え願います。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   花木住民福祉課長。  

理事（花木秀章）   ただいまの質問にお答えいたします。  

 今回の戸籍法の改正につきましては、主に先ほど申し上げました戸籍謄本

等が広域交付、つまり、これまでは本籍地でないと戸籍を上げることができ

ませんでしたが、全国の市区町村の窓口で戸籍の請求が可能になります。今

後、それに伴いまして、戸籍届出時における戸籍証明書等の負担の軽減とい

うことで、添付書類等につきましても軽減されていく。例えばパスポートな

どを取るときについても、そういった負担軽減につなげていく。ただ、シス

テムの配架等の関係で、直ちに３月１日から開始にはならないということで

おっしゃられております。  

 以上でございます。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   分かりました。広域化ですので、例えば亀岡市での戸籍

を取りたいときに、井手町の窓口でできることになるということですね。  

 あと、この提案の文書の中の２ページです。（１３）戸籍電子証明書提供用

識別符号というのがあるんですが、これはどういうものなのか説明をお願い

します。そして具体的にどういう利点があるのかということもお願いします。 

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   花木住民福祉課長。  

理事（花木秀章）   ただいまご質問のありました電子証明書の提供用識別符

号につきましては、先ほども申しましたパスポートの申請時におきまして、

戸籍謄本等を提出するのではなく、この識別符号、番号になりますが、これ

を伝えていただくことでパスポートの事務において戸籍の確認ができる、パ
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スワードのようなものになります。  

 以上でございます。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   ホームページ等を見ていますと、マイナンバーカードも

活用するというふうに出ていました。特にマイナンバーカードのシステムを

使って今後これがさらに充実していくという。パスポートがウェブでも取れ

るなどとなるんですが、マイナンバーカードとの関係で私自身は危惧してい

ますので、そういうふうになるんでしょうか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   花木住民福祉課長。  

理事（花木秀章）  今回の法律改正でそのような文言も見られておりますが、

現在詳細については、まだ示されていないところであります。  

 以上です。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   マイナンバーカードとの関わりで言いますと、まだ現時

点ではそうなっていないとおっしゃいますが、ホームページを見ますと、今

後マイナンバーカードの情報提供ネットワークシステムを通じて戸籍関係の

情報を確認する手段も可能になるようにするというふうにおっしゃっている

んです。マイナンバーカードについては、保険証との結びつきや、また井手

町でもマイナンバーカードを住民の皆さんに取得するようにいろんな働きか

けをされていました。  

 ただ、住民の方の中には非常に不安に思っておられる方がおられまして、

具体的な例で言いますと、これは課長に前お伝えしたと思うんですが、デイ

サービスを利用されていた方が、デイサービスの利用をするところで、マイ

ナンバーカードをお持ちですかというチラシをもらわれたわけです。これは

住民福祉課が発行しているチラシであります。その中に、一番気になされて

いたのは、健康保険証がマイナンバーカードと一体化した場合、マイナ保険

証になると、その後、介護保険証も一体化されます。今後マイナンバーカー
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ドは必ず必要になる。ですから、まだお持ちでない方はぜひこの機会にとい

うふうにおっしゃっているんです。今回のシステムでマイナンバーカードも

使えるというふうになりますと、そういう働きかけがさらに町の方から強く

なるかと思うんですが、そういう懸念はございませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   花木住民福祉課長。  

理事（花木秀章）   マイナンバーカードの質問でございますけれども、マイ

ナンバーカードは来年の秋、健康保健証に切り替わるなど、ますますそうい

った活用が増えてくると思いますので、実際、身分の証明以外にも様々な活

用をしていただけるということで利便性が上がってくるものと考えておりま

すので、そういった点については周知してまいりたいと考えております。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   議案第６３号、井手町手数料徴収条例の一部を改正する

条例制定の件について、反対の立場から討論いたします。  

 戸籍法の一部を改正する法律は令和元年５月２４日に成立し、令和６年、

来年の３月１日から施行されます。法律が改正されたことにより、今までは

できなかった本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書、除籍証明書を請

求できるようになり、戸籍証明書等を本籍地の市区町村に個別に請求する手

間がなくなり、便利になります。  

 二つ目、今後マイナンバー制度の活用により、いろんな申請手続において、

戸籍証明書等の添付を省略することも可能になるとしています。さらに、戸

籍電子証明書の活用により、パスポートの申請も、今までは必要だった戸籍

証明書等の添付が不要となり、オンラインでも申請ができるようにするとし

ております。これは今後の話であります。  

 便利にはなるんですけども、本籍地以外の行政機関でも戸籍情報にアクセ

スできるようになることから、個人情報を適切に保護する必要性が今以上に
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高まります。さらに、マイナンバー制度のためにつくられた情報提供ネット

ワークシステムを通じて戸籍関係情報を確認する手段を提供可能にしようと

しています。戸籍は極めて重要な個人情報です。これまで、各自治体が厳密

に管理していたデータが国によって集積されていき、一括管理されるように

なります。  

 また、今回この法令の改正により、マイナンバーカードも今後そこに絡ん

でくるということです。マイナンバーカードをめぐっても、昨日の総点検と

は別に、１１月までにマイナンバーとひもづけされた全ての保険証について、

住民基本台帳と突き合わせて確認したところ、氏名などが不一致だったケー

スが約１３９万件あったと報道されています。  

 まだまだ、いろいろな問題が発生しているマイナンバー制度であります。

それでも、マイナンバー制度のためにつくられた情報ネットワークシステム

を今後利用されていくということですから、安全性の担保の面からもこの手

数料条例を改定することについては反対であります。  

 以上です。  

議長（奥田俊夫）   ほかに討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   これで討論を終わります。  

 これから、議案第６３号、井手町手数料徴収条例の一部を改正する条例制

定の件を採決します。  

 議案第６３号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手多数です。したがって、議案第６３号は原案のとお

り可決されました。  

 次に、日程第４、議案第６４号、令和５年度井手町一般会計補正予算（第

７回）を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   寺井企画財政課長。  

企画財政課長（寺井佳孝）   それでは、議案第６４号、令和５年度井手町一

般会計補正予算（第７回）につきましてご説明申し上げます。  

 令和５年度井手町の一般会計補正予算（第７回）は、次に定めるところに
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よる。  

 第１条、歳入歳出予算の補正の規定でございます。既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ４５７万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ５５億７，５６４万４，０００円とする。  

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 それでは、４ページをご覧ください。歳入歳出補正予算事項別明細書の総

括にてご説明申し上げます。今回補正のある箇所のみご説明申し上げます。  

 歳入であります。２０款繰越金、補正前の額４，９９０万３，０００円、

補正額４５７万２，０００円、計５，４４７万５，０００円であります。  

 以上、歳入合計、補正前の額５５億７，１０７万２，０００円、補正額４

５７万２，０００円、計５５億７，５６４万４，０００円であります。  

 次のページをご覧ください。  

 歳出であります。１款議会費、補正前の額６，７４０万５，０００円、補

正額５９万２，０００円、計６，７９９万７，０００円、財源内訳といたし

まして、一般財源の５９万２，０００円であります。  

 ２款総務費、補正前の額１２億８，８９０万９，０００円、補正額８２９

万１，０００円の減、計１２億８，０６１万８，０００円、財源内訳といた

しまして、一般財源の８２９万１，０００円の減であります。  

 ３款民生費、補正前の額１２億３，２４４万９，０００円、補正額４８８

万４，０００円、計１２億３，７３３万３，０００円、財源内訳といたしま

して、一般財源の４８８万４，０００円であります。  

 ４款衛生費、補正前の額３億７，７２３万１，０００円、補正額１５１万

６，０００円、計３億７，８７４万７，０００円、財源内訳といたしまして、

一般財源の１５１万６，０００円であります。  

 ６款農林水産業費、補正前の額５，１７４万円、補正額４３万円、計５，

２１７万円、財源内訳といたしまして、一般財源の４３万円であります。  

 ７款商工費、補正前の額７，６６３万７，０００円、補正額１６万円、計

７，６７９万７，０００円、財源内訳といたしまして、一般財源の１６万円

であります。  

 ８款土木費、補正前の額６億７，４７８万２，０００円、補正額１９３万

３，０００円、計６億７，６７１万５，０００円、財源内訳といたしまして、
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一般財源の１９３万３，０００円であります。  

 ９款消防費、補正前の額５億１，４８５万５，０００円、補正額２８万６，

０００円、計５億１，５１４万１，０００円、財源内訳といたしまして、一

般財源の２８万６，０００円であります。  

 １０款教育費、補正前の額４億７，６０７万６，０００円、補正額３０６

万２，０００円、計４億７，９１３万８，０００円、財源内訳といたしまし

て、一般財源の３０６万２，０００円であります。  

 以上、歳出合計、補正前の額５５億７，１０７万２，０００円、補正額４

５７万２，０００円、計５５億７，５６４万４，０００円、財源内訳といた

しまして、一般財源の４５７万２，０００円であります。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。なお、２４ペ

ージ以降の給与費明細書につきましては、後ほどご参照ください。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから、議案第６４号、令和５年度井手町一般会計補正予算（第７回）

を採決します。  

 議案第６４号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手全員です。したがって、議案第６４号は原案のとお

り可決されました。  

 次に、日程第５、議案第６５号、令和５年度井手町国民健康保険特別会計

補正予算（第２回）を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   中谷保健医療課長。  
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保健医療課長（中谷  誠）   それでは、議案第６５号、令和５年度井手町国

民健康保険特別会計補正予算（第２回）についてご説明申し上げます。  

 令和５年度井手町の国民健康保険特別会計補正予算（第２回）は、次に定

めるところによる。  

 第１条、歳入歳出予算の補正の規定であります。既定の歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ３２万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ９億８，７７９万７，０００円とする。  

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。なお、今

回の補正につきましては、給与改定による人件費に要する所要額の補正であ

ります。  

 それでは、３ページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書の

総括にてご説明申し上げます。今回補正がある箇所のみご説明申し上げます。 

 歳入であります。６款繰越金、補正前の額３，１１５万円、補正額３２万

３，０００円、計３，１４７万３，０００円であります。  

 以上、歳入合計、補正前の額９億８，７４７万４，０００円、補正額３２

万３，０００円、計９億８，７７９万７，０００円であります。  

 次に、４ページをお開きください。  

 歳出であります。５款保健事業費、補正前の額２，９７８万３，０００円、

補正額３２万３，０００円、計３，０１０万６，０００円、財源内訳といた

しまして、一般財源の３２万３，０００円であります。  

 以上、歳出合計、補正前の額９億８，７４７万４，０００円、補正額３２

万３，０００円、計９億８，７７９万７，０００円、財源内訳といたしまし

て、一般財源の３２万３，０００円であります。  

 以上、簡単ではありますが、説明に代えさせていただきます。なお、給与

費明細書につきましては、後ほどご覧おきください。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。  
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 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから、議案第６５号、令和５年度井手町国民健康保険特別会計補正予

算（第２回）を採決します。  

 議案第６５号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手全員です。したがって、議案第６５号は原案のとお

り可決されました。  

 次に、日程第６、議案第６６号、令和５年度井手町水道事業会計補正予算

（第３回）を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   仁木上下水道課長。  

上下水道課長（仁木  崇）   それでは、議案第６６号、令和５年度井手町水

道事業会計補正予算（第３回）につきましてご説明申し上げます。  

 第１条、総則の規定であります。令和５年度井手町水道事業会計の補正予

算（第３回）は、次に定めるところによる。  

 第２条、収益的収入及び支出の規定であります。令和５年度井手町水道事

業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予

定額を次のとおり補正する。  

 支出であります。第１款水道事業費用、既決予定額１億４，１４７万１，

０００円、補正予定額２５万３，０００円、合計１億４，１７２万４，００

０円、第１項営業費用、既決予定額１億３，３０６万４，０００円、補正予

定額２５万３，０００円、合計１億３，３３１万７，０００円であります。  

 第３条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の規定であ

ります。予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。  

 職員給与費であります。既決予定額９３６万３，０００円、補正予定額２

５万円、合計９６１万３，０００円であります。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。なお、７ペー

ジ以降に給与費明細書を添付しておりますので、後ほどご覧おきください。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  
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 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから、議案第６６号、令和５年度井手町水道事業会計補正予算（第３

回）を採決します。  

 議案第６６号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手全員です。したがって、議案第６６号は原案のとお

り可決されました。  

 次に、日程第７、議案第６７号、令和５年度井手町多賀地区簡易水道事業

特別会計補正予算（第３回）を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   仁木上下水道課長。  

上下水道課長（仁木  崇）   それでは、議案第６７号、令和５年度井手町多

賀地区簡易水道事業特別会計補正予算（第３回）につきましてご説明申し上

げます。  

 令和５年度井手町の多賀地区簡易水道事業特別会計補正予算（第３回）は、

次に定めるところによる。  

 第１条、歳入歳出予算の補正の規定であります。既定の歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ１０万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ６，２４３万１，０００円とする。２項、歳入歳出予算の

補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 それでは、３ページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書の

総括にてご説明申し上げます。今回補正のある箇所のみご説明申し上げます。 

 歳入であります。６款繰越金、補正前の額１，０００円、補正額１０万２，
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０００円、計１０万３，０００円であります。  

 以上、歳入合計、補正前の額６，２３２万９，０００円、補正額１０万２，

０００円、計６，２４３万１，０００円であります。  

 １枚めくっていただきまして、裏面でございます。  

 歳出であります。１款業務費、補正前の額２，８９３万２，０００円、補

正額１０万２，０００円、計２，９０３万４，０００円、財源内訳といたし

まして、一般財源の１０万２，０００円であります。  

 以上、歳出合計、補正前の額６，２３２万９，０００円、補正額１０万２，

０００円、計６，２４３万１，０００円、財源内訳といたしまして、一般財

源の１０万２，０００円であります。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。なお、７ペー

ジ以降に給与費明細書を添付しておりますので、後ほどご覧おきください。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから、議案第６７号、令和５年度井手町多賀地区簡易水道事業特別会

計補正予算（第３回）を採決します。  

 議案第６７号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手全員です。したがって、議案第６７号は原案のとお

り可決されました。  

 次に、日程第８、議案第６８号、令和５年度井手町介護保険特別会計補正

予算（第２回）を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   坂井高齢福祉課長。  
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高齢福祉課長（坂井幸一郎）   それでは、議案第６８号、令和５年度井手町

介護保険特別会計補正予算（第２回）につきましてご説明申し上げます。  

 令和５年度井手町の介護保険特別会計補正予算（第２回）は、次に定める

ところによる。  

 第１条、歳入歳出予算の補正の規定であります。既定の保険事業勘定の歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６万８，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億９，１３２万３，０００円とする。２

項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 なお、今回の補正につきましては、給与改定による人件費に要する所要額

の補正であります。  

 それでは、３ページをお開きください。歳入歳出補正予算事項別明細書の

総括にてご説明申し上げます。今回補正のある箇所のみご説明申し上げます。 

 歳入であります。７款繰入金、補正前の額１億８，８０１万３，０００円、

補正額１６万８，０００円、計１億８，８１８万１，０００円であります。  

 以上、歳入合計、補正前の額９億９，１１５万５，０００円、補正額１６

万８，０００円、計９億９，１３２万３，０００円であります。  

 次に、４ページをお開きください。  

 歳出であります。１款総務費、補正前の額１，９３５万６，０００円、補

正額１６万８，０００円、計１，９５２万４，０００円、財源内訳といたし

まして、一般財源の１６万８，０００円であります。  

 以上、歳出合計、補正前の額９億９，１１５万５，０００円、補正額１６

万８，０００円、計９億９，１３２万３，０００円、財源内訳といたしまし

て、一般財源の１６万８，０００円であります。  

 以上、簡単ではありますが、説明に代えさせていただきます。なお、７ペ

ージ以降に給与費明細書を添付しておりますので、後ほどご覧おきください。 

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。  
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 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから、議案第６８号、令和５年度井手町介護保険特別会計補正予算（第

２回）を採決します。  

 議案第６８号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手全員です。したがって、議案第６８号は原案のとお

り可決されました。  

 次に、日程第９、議案第６９号、令和５年度井手町公共下水道事業特別会

計補正予算（第３回）を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   仁木上下水道課長。  

上下水道課長（仁木  崇）   それでは、議案第６９号、令和５年度井手町公

共下水道事業特別会計補正予算（第３回）につきましてご説明申し上げます。  

 令和５年度井手町の公共下水道事業特別会計補正予算（第３回）は、次に

定めるところによる。  

 第１条、歳入歳出予算の補正の規定であります。既定の歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ４１２万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ５億３，０２６万５，０００円とする。２項、歳入歳

出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 それでは、３ページをお開き願います。歳入歳出補正予算事項別明細書の

総括にてご説明申し上げます。今回補正のある箇所のみご説明申し上げます。 

 歳入であります。３款繰入金、補正前の額２億１，９１３万４，０００円、

補正額４１２万６，０００円の減、計２億１，５００万８，０００円であり

ます。  

 以上、歳入合計、補正前の額５億３，４３９万１，０００円、補正額４１

２万６，０００円の減、計５億３，０２６万５，０００円であります。  

 １枚めくっていただきまして、裏面でございます。  

 歳出であります。１款総務費、補正前の額１億５，３５２万５，０００円、



 

－８３－ 

補正額１０万円、計１億５，３６２万５，０００円、財源内訳といたしまし

て、一般財源の１０万円であります。  

 ２款事業費、補正前の額１億６，８３４万１，０００円、補正額４２２万

６，０００円の減、計１億６，４１１万５，０００円、財源内訳といたしま

して、一般財源の４２２万６，０００円の減であります。  

 ３款公債費、財源組替えでありまして、財源内訳といたしまして、その他

の４１２万６，０００円の減、一般財源の４１２万６，０００円であります。  

 以上、歳出合計、補正前の額５億３，４３９万１，０００円、補正額４１

２万６，０００円の減、計５億３，０２６万５，０００円、財源内訳といた

しまして、その他の４１２万６，０００円の減であります。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。なお、８ペー

ジ以降に給与費明細書を添付しておりますので、後ほどご覧おきください。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから、議案第６９号、令和５年度井手町公共下水道事業特別会計補正

予算（第３回）を採決します。  

 議案第６９号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手全員です。したがって、議案第６９号は原案のとお

り可決されました。  

 次に、日程第１０、議案第６１号、工事請負契約変更について同意を求め

る件を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   柳原建設課長。  
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理事（柳原健二）   それでは、議案第６１号、工事請負契約変更について同

意を求める件についてご説明申し上げます。  

 町道２９号線第２工区道路改良その７工事について、下記のとおり請負契

約を変更したいので、井手町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第２条の規定により同意の議決を求める。  

 記といたしまして、１、契約の対象、５道改第４号、町道２９号線第２工

区道路改良その７工事。２、変更契約金額、金１億９４９万５，１００円、

うち取引に係る消費税額、金９９５万４，１００円。３、今回変更による増

額、金７８６万１，７００円、うち取引に係る消費税額、金７１万４，７０

０円。４、契約の相手方、京都府綴喜郡井手町大字井手小字玉ノ井１２－１、

ヤマダ・栄建特定建設工事共同企業体、株式会社ヤマダ、代表取締役、山田

敬幸氏。５、契約の方法、一般競争入札による契約。  

 なお、今回の工事請負契約変更につきましては、現在進めております町道

２９号線道路改良工事の法面アンカー工の工事の変更であります。主な変更

内容としましては、アンカー工の受圧板の設置において、掘削面に転石等の

不陸が確認される場合に必要となる不陸調整マットなどの追加であります。

当初、アンカー工４６か所のうち、不陸調整マットは必要となる箇所を想定

で８か所として設計しておりましたが、掘削を進めたところ転石が散見され、

今回４６か所全てにマットを設置するよう変更するものです。  

 なお、施工に当たっては、今後法面掘削を進めるごとに転石など地質状況

を確認し、不陸調整マットの必要性を精査の上、実施することとしておりま

す。  

 以上、簡単ではございますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   岡田久雄議員。  

９番（岡田久雄）   １点だけ聞きたいんですけども、不陸マットとはどうい

うようなものですか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   柳原建設課長。  
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理事（柳原健二）   ただいまの質問についてお答えいたします。  

 不陸調整マットとは、アンカーの力を地山に伝えるために受圧板というも

のを設置するんですけども、その受圧板が地山と接する面に不陸があると、

均一に力がかからないと受圧板に過度な力がかかるので、それを均一にする

ためにマットを敷いて、受圧板に均等に力がかかるというための工法でござ

います。施工方法としましては、マットを設置して、上に受圧板を設置した

後に、マットの中にグラウトといいまして、コンクリートの軟らかいもので

すけど、それを設置して、最後固めて、その後にアンカーを締めるという形

の工法になります。  

 以上でございます。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから、議案第６１号、工事請負契約変更について同意を求める件を採

決します。  

 議案第６１号に同意することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手全員です。したがって、議案第６１号は同意するこ

とに決定しました。  

 次に、日程第１１、発議第４号、イスラエルによるガザ攻撃中止と即時停

戦への外交努力を日本政府に求める意見書を議題とします。  

 発議第４号について、提出議員から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   発議第４号、イスラエルによるガザ攻撃中止と即時停戦

への外交努力を日本政府に求める意見書について提案いたします。  

 まず、提案理由であります。イスラエルによるパレスチナ・ガザ地区への

大規模な攻撃によって１万６，０００人を超える、今日の報道では１万８，
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０００人を超えていますが、人々が犠牲となり、その３分の２が女性や子ど

もたちであります。ライフラインを壊され、水や食料、燃料などの支援物資

の搬入も妨害され、病院を破壊され、逃げ場のない人々が命の危機にさらさ

れております。国連の人権専門家は、ジェノサイド（集団殺害）の重大な危

機があると警告を発しています。子どもたちを殺すな、直ちに停戦をと世界

中から市民が行動し、イスラエル非難の国際世論が急速に高まっています。  

 国連安全保障理事会は１１月１５日に緊急かつ延長された人道的な戦闘の

一時休止と人質の即時解放を求める決議を採択しており、各国政府と国際機

関はガザ地区の深刻な人道的危機を一刻も早くやめさせるため、緊急な行動

を取ることを求めております。１２月８日に国連安全保障理事会は、国連事

務総長の要請に応じて提出された人道的即時停戦を求める決議案を否決しま

した。日本国政府は賛成、１５分の１３のその１３か国に入っておりますが、

賛成しておりましたが、アメリカが拒否権を発動したということで否決され

ております。そして本日、朝の報道で、国連の総会では停戦を求める決議が

採択されております。日本は賛成に回っておりまして、賛成した国は１５０

か国を超え、反対は１０か国であります。イスラエルへの攻撃、同時にハマ

スも攻撃したのは国際法違反という立場で急速に世論が広がっております。  

 日本は平和憲法を持ち、イスラエルとパレスチナ双方に関係を持つ国であ

ります。そういう意味では特別の役割があります。日本政府は今こそその理

念を生かして即時停戦への最大努力を尽くすよう求めるため、意見書を提案

いたします。  

 意見書の方に移ります。読み上げて提案します。  

 イスラエルによるガザ攻撃中止と即時停戦への外交努力を日本政府に求め

る意見書。  

 イスラエルの大規模攻撃により、パレスチナ・ガザ地区の状況は「子ども

たちの墓場と化し、人々の生き地獄となっている」（ユニセフ）とも言われる

深刻な危機に直面している。既にガザ地区では犠牲者が１万６，０００人を

超え、その４割は子どもと報じられている。  

 今回のガザ危機の直接の契機となった１０月７日のパレスチナのハマスに

よる無差別攻撃も、民間人を人質に取るなど強く非難されるべき国際法違反

であり、ハマスに対し人質の即時解放を求めるものである。  

 しかし、いかなる理由があっても、イスラエルが「自衛権」を盾に、圧倒
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的な軍事力を行使した報復でガザ地区の難民キャンプ、病院への大規模攻撃

などジェノサイド（集団殺害）を行うことは決して許されるものではない。  

 国連安全保障理事会は、１１月１５日、「緊急かつ延長された人道的な戦闘

の一時休止」と人質の即時解放を求める決議を採択しており、各国政府と国

際機関は、ガザ地区の深刻な人道的危機を一刻も早く止めさせるために緊急

な行動を取ることが求められている。  

 日本政府は、イスラエルに対して民間人を犠牲にする軍事行動の即時停止、

安保理決議の遵守。イスラエル・パレスチナの双方には停戦の交渉に応じる

よう、外交努力を尽くすことを強く求めるものである。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 令和５年１２月１３日、京都府綴喜郡井手町議会。  

 衆議院議長、額賀福志郎様、参議院議長、尾辻秀久様、内閣総理大臣、岸

田文雄様、総務大臣、鈴木淳司様、外務大臣、上川陽子様、内閣官房長官、

松野博一様。  

 案文は以上であります。  

 この問題は、思想信条にかかわらず、人道的な立場で今、世界中が求めて

いるものでありますから、ぜひ議員の皆さん、賛成いただきますようにお願

いいたしまして、私からの提案とさせていただきます。  

 以上であります。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   脇本尚憲議員。  

７番（脇本尚憲）   私の方からは、イスラエルによるガザ攻撃中止と即時停

戦への外交努力を日本政府に求める意見書に対して、反対の立場から討論し

ます。  

 今回の意見書につきましては、先ほど開催されました議会運営委員会にて
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直近に提出されまして知り得た意見書であり、即時停戦につきましては人道

的観点からも理解できるものですが、現状、意見書の内容について深く精査

できておらず、内容の重要性から慎重に取り扱う必要性を感じ、今回拙速に

賛成することは困難なことから、イスラエルによるガザ攻撃中止と即時停戦

への外交努力を日本政府に求める意見書に対して反対します。  

議長（奥田俊夫）   ほかに討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   これで討論を終わります。  

 これから、発議第４号、イスラエルによるガザ攻撃中止と即時停戦への外

交努力を日本政府に求める意見書を採決します。  

 発議第４号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手少数です。したがって、発議第４号は否決されまし

た。  

 次に、日程第１２、閉会中の継続調査の申出についてを議題とします。  

 各委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付いたしま

した申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。  

 お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とするこ

とにご異議ありませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出

のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。  

 お諮りします。本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。会議

規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。ご異議ありませ

んか。  

     （「異議なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   異議なしと認めます。よって、これをもちまして令和５

年１２月井手町議会定例会を閉会します。  

 大変ご苦労さまでした。  

     閉会  午前１１時０９分  
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右、会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。  
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